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浦安市中小企業者等事業継続給付金について

新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けた市内の中小企

業者等（個人事業者含む）の事業の継続・雇用の維持を支援するための資金

を給付します。

給付額について

法人・個人事業者ともに１０万円

給付金の申請期間

令和２年５月１５日から令和３年１月３１日

対象者について

◎以下の条件を満たす事業者

①令和元年１２月３１日以前から、浦安市内に事業所があり、事業により収

入（売上）を得ており、今後も事業を継続する意思がある、中小企業者・

その他の法人・個人事業者。法人については、以下の要件のいずれかを令

和２年４月１日時点にて満たすこと。（ただし、組合若しくはその連合会又

は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員である事業者の３

分の２以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であること。）

・資本金の額又は出資の総額が３億円以下であること

・常時使用する従業員の数が３００人以下であること



2

②令和２年１月から令和２年１２月の間の任意のひと月が、感染症拡大の影

響により、前年同月と比較して事業収入が５０％以上減少していること

※創業特例として、申請する売上減少月の前年同月に創業を開始していない

場合は、法人設立・開業月から令和元年 12 月までの月平均の売上と令和

２年中の任意の減少月の売上を比較することができる。（次頁参照）

③令和２年４月１日時点において、浦安市税に課税があり、滞納がないこと。

不給付対象について

◎以下に該当する事業者については、給付対象外となります。

①国、法人税法別表第一に規定する公共法人

②風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関

連特殊営業」、当該事業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者

③政治団体

④宗教上の組織若しくは団体

⑤上記のほか、給付金の目的に照らして適当でないと市長が判断する者
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

2019 50万 50万 50万 50万 50万 50万 50万 50万 50万 50万 50万 50万

2020 45万 40万 40万 30万 20万 30万 30万 30万 30万 30万 30万 30万

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

2019 40万 50万 60万

2020 45万 40万 40万 30万 25万 30万 30万 30万 30万 30万 30万 30万

2020年の売上が減少している任意のひと月と前年同月を比較し、
50％減少しているかを確認

（例）5月を比較

20万円（2020年5月売上） ÷ 50万円（2019年5月売上）
× 100 － 100 ＝ ▲60％ ≧ ▲50％

前年同月より売上が60％減少しているので、支給の対象となる

≪申請する売上減少月の前年同月に創業を開始していない場合のみ≫
2019年の月平均売上を算出し、2020年の任意のひと月と比較

（例）5月を減少月として申請したいが、前年10月に創業したの場合

25万（2020年5月売上） ÷ （（40万+50万+60万）÷３）
×100 -100 ＝ ▲50％ ≧ ▲50％

2019年の月平均より売上が50％減少しているので、支給の対象となる

～売上減少分の算出方法～
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～申請の流れ～

※申請方法について

申請書の提出につきましては、新型コロナウイルス感染症予防のた

め、郵送での申請とさせていただきます。

【申請書類送付先及び連絡先】

①給付の対象となるかを確認

②浦安市 HP より申請書一式（別紙参照）をダウンロードし、必要事

項を記入

③添付書類を確認（別紙参照）

④下記まで郵送で提出

⑤審査後、交付決定がされた事業者に交付決定通知書の送付及び申請

された口座へ振込

２７９－８５０１

浦安市猫実１－１－１

浦安市役所 商工観光課

中小企業者等事業継続給付金担当

電 話：０４７－３５１－１１１１

（内線 14611・14612）

MAIL：shoukoukankou@city.urayasu.lg.jp

市 HP
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申請時提出書類一覧

1 浦安市中小企業者等事業継続給付金交付申請書兼請求書

2 浦安市中小企業者等事業継続給付金事業者概要書（市指定）

3 浦安市中小企業者等事業継続給付金用売上台帳表（市指定）

4
国の持続化給付金 もしくは 千葉県中小企業再建支援金の

交付決定通知書の写し
※交付決定通知をお持ちの方のみ

5
通帳の写し（オモテ面、通帳を開いた1・2ページの両方）

・法人の場合は法人名義のもの
・個人事業主の場合は申請者本人のもの

6

直近の事業年度の

確定申告書別表一の控えの写し ※①
（収受日付印が押されているもの、e-Taxの場合はこれに相当するもの）

及び

法人事業概況説明書の1、2枚目の控えの写し
※比較月が直近の事業年度に含まれていない場合は、当該年度の上記書類も

追加で提出すること

7

≪平成31年1月1日以降に設立した法人のみ≫
履歴事項全部証明書 （発行から3か月以内のもの）

※写しでも可
※登記情報提供サービスにより発行される商業・法人登記情報でも可

8

≪青色申告の場合≫

2019年分の確定申告書第一表の控えの写し
（収受日付印が押されているもの、e-Taxの場合はこれに相当するもの）

及び

所得税青色申告決算書の1、2枚目の控えの写し

≪白色申告の場合≫

2019年分の確定申告書第一表の控えの写し
（収受日付印が押されているもの、e-Taxの場合はこれに相当するもの）

9 個人事業の開業・廃業等届出書の控えの写し
※もしくは浦安市内で事業をしており、かつ開業日がわかる書類

10 保険証の写し

共通

法人

個人事業者

対象 ＮＯ 提出書類

※① 確定申告を必要としない法人については、次頁参照
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確定申告を必要としない法人

給付の対象となる法人のうち、法人税法別表第二に該当する公益法人等や

NPO 法人等の法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人につ

いては、確定申告書の代わりに以下の証明書類と添付書類を提出していだく

ことにより、申請ができます。

証明書類 以下のうちいずれか

・事業活動収支計算書

・事業活動計算書

・正味財産増減計算書

・その他、直前の事業年度の年間収入が分かる書類

添付書類 以下のうちいずれか

・履歴事項全部証明書（設立時期に関わらず）

・根拠法令に基づき公益法人等の設立について公的機関に認可等されている

ことが分かる書類
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新型コロナウイルス感染症の影響で、
令和２年１月～１２月のうち、前年同月と比較して

５０％以上売上が減少している月がある

給付金の対象となりません
給付の対象となる可能性があります

申請要領をご確認ください

浦安市内に事業所がある

令和元年１2月３１日までに、法人設立届出書もしくは
個人事業の開業・廃業届出書を提出している

中小企業者・その他法人（資本金3億円以下もしくは従業員300人以下）もしくは
個人事業者として事業により収入（売上）を得ており、今後も事業を継続していく予定

浦安市税の滞納は無い


